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製品欠陥製品出荷時

経年劣化

事故拡大

製品使用時

事故発生時

経年劣化対策経年劣化対策
((長期使用製品安全点検制度長期使用製品安全点検制度

等等))

消費者への情報提供・保消費者への情報提供・保
守サポートの義務づけ守サポートの義務づけ

事前規制

①対象製品の指定、届出

②製品の技術基準

③製品への表示

④技術基準違反等の場合

の表示禁止命令、危害防

止命令等

重大事故の国への報告・公表
義務、緊急命令

製品安全法体系

消費生活用製品安全法 本年５
月より開始

消費生活用製品安全法を改正
中。２００９年４月頃より実施予
定。

消費生活用製品安全法、電気用
品安全法、ガス事業法、液化石
油ガスの保安の確保及び取引
の適正化に関する法律



重大製品事故報告・公表制度の運用

○２００７年５月から制度開始。

○全ての消費生活用製品について、重大事故が発生した場合に、製造・
輸入事業者に10日以内に報告を義務付け。製品起因でないことが明ら

かな事故を除き、事業者名、製品名も含めて事故情報を公表。

○月に概ね100件程度の報告。

○製品欠陥による事故拡大防止等で緊急性を要する場合には、緊急命
令。

消費生活用製品安全法

○重大事故に該当しない事故情報は(独) 製品評価技術基盤機構(NITE)
が収集・公表。



（必要に応じて）

（重大事故を知った
日から10日以内）

製造事業者・輸入事業者の事故報告義務

主務大臣（経済産業大臣）による公表

①消費生活用製品の名称及び型式、②重大製品事故の内
容、③製造・輸入・販売数量、他

製品起因であると疑われる事故は、直ちに①事業者名、②機
種・型式名、③事故内容等を記者発表し、ウェブサイトでも公
表 等。

主務大臣（経済産業大臣）による命令

報告徴収や立入検査を行い、危害の発生及び拡大を防止するため特に必要が
あると認めるときは、製品回収等の緊急命令等を、報告義務不履行に関しては
体制整備命令を発動。

重大製品事故発生
重大製品事故 :

死亡、火災、３０日以上の重疾病、一酸化炭素中毒

重大事故報告・公表制度のフロー



重大製品事故の公表状況
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他省庁
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製品名

のみ公表

（原因調査
中）
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6206645190284合 計

16820455343その他

323150137156電気製品

4250-36石油機器

87260-49ガス機器

11月20日現在



• 報告された情報に基づき、事業者に対して、再発拡大防止を促した案件に

係る報告件数は、９７件（電気こんろ、石油ふろがま、車庫用門扉、スプ

レー缶（殺虫剤）等 ）。

• 重大製品事故を契機にリコールを行ったものは、１５製品。

(11月20日現在)

自主リコールが行われた事例

・電動アシスト自転車（ヤマハ発動機㈱）

・ガス給湯器付ふろがま（㈱ノーリツ）

・車庫用門扉（東洋エクステリア㈱）

・電気冷蔵庫（松下冷機㈱）

・石油給湯器付ふろがま（㈱長府製作所）

・手すり（着脱式）（矢崎化工㈱）

・２４時間風呂（昭和鉄工㈱）

・ガス風呂がま（㈱ガスター）

・アンプ（日本ビクター㈱）

・電子レンジ（小泉成器㈱）

・電気こんろ（松下電器産業㈱他）

・携帯電話用電池パック（ノキア・ジャパン㈱）

・スプレー缶（殺虫剤）（ライオン㈱）

・ウォーターサーバー（アクアクララ㈱）

・プラズマテレビ(日本ビクター（株）)

重大事故報告・公表制度による再発防止策の促進



○第３４条（事業者の責務）:
消費生活用製品の製造、輸入又は小売販売（一般消費者に対する販売をいう。以下この条に
おいて同じ）の事業を行う者は、その製造、輸入又は小売販売に係る消費生活用製品につい
て生じた製品事故に関する情報を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう
努めなければならない。

２ 消費生活用製品の小売販売、修理又は設置工事の事業を行う者は、その小売販売、修理又は
設置工事に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、その旨
を当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に通知するよう努めなければならない。

消安法上の製品事故の場合の事業者の責務

○第３８条（事業者の責務）：
消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品

について製品事故が生じた場合には、当該製品事故が発生した原因に関する調査を行い、危害
の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の回収その他
の危害の発生及び拡大を防止するための措置をとるよう努めなければならない。
２ 消費生活用製品の販売の事業を行う者は、製造又は輸入の事業を行う者がとろうとする前項の

回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置に協力するよう努めなければならない。
３ 消費生活用製品の販売の事業を行う者は、製造又は輸入の事業を行う者が次条第一項の規

定による命令を受けてとる措置に協力しなければならない。



欠陥等の場合の法律に基づく緊急命令

消費生活用製品安全法第３９条(緊急命令)

主務大臣は、消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合
その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発
生する急迫した危険がある場合において、当該危害の発生及び拡大を防
止するため特に必要があると認めるときは、第３２条の規定又は政令で定
める他の法律の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命ずることができ
る場合を除き、必要な限度において、当該消費生活用製品の製造又は輸
入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る当該消費生活用製品
の回収を図ることその他当該消費生活用製品による一般消費者の生命又
は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置
をとるべきことを命ずることができる。

２ 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなけれ
ばならない。

【発動事例】
• 松下電器の石油温風暖房機(H17.11.29)
• パロマ工業のガス瞬間湯沸器(H18.8.28)



NITEによるリコール情報の収集・公表

出典:NITEホームページ



リコール件数の推移

製品安全に係るリコール件数
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事業者のリコール指針に関する経済産業省の取り組み

平成１４年

消費生活用製品のリコールハンドブックの策定・公表

平成１９年１１月１９日

新リコールハンドブックの策定・公表

リコールの増大、重大事故報告制度の創設を踏
まえ、検討委員会を設置して検討し、事業者の
参照指針として、具体的事例を盛り込みつつ、大
幅に改訂。

http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/handbook.pdf





2007 リコールハンドブックより抜粋

リコールハンドブックの基本構成


